
基幹型臨床研修病院の指定取消しについて 

 

１ 趣旨 

  臨床研修病院の指定取消しについて、大分県済生会日田病院より申請があったため、 

医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（通知） 

に基づき、地域医療対策協議会に報告するもの。 

 

２ 指定取消しの取扱いについて 

  臨床研修病院の指定取消しの取扱いについては、「医師法第 16 条の２第１項に規定す

る臨床研修に関する省令の施行について（通知）」において、以下のとおり示されている。 

 

医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（通知） 

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準 

１６ 臨床研修病院の指定の取消しの申請 

（１）基幹型臨床研修病院の指定の取消しの申請 

    基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとす 

るときは、あらかじめ指定取消申請書（様式Ａ‐13）を都道府県知事に提出しなけ 

ればならないこと。 

    （２）＜略＞ 

（３）都道府県知事は、(1)及び(2)の申請があった場合において、当該臨床研修病院の 

  指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができるこ 

と。 

２５ 臨床研修に関する地域医療対策協議会 

（３）地域医療対策協議会は、以下の項目について協議、検討すること。 

  カ 臨床研修病院の指定や取消に関すること。 

 

３ 申請の概要 

  ①申請医療機関：大分県済生会日田病院 

  ②申 請 理 由：慢性的な指導医不足により十分な研修が見込めないことに加え、 

２年以上研修医の受け入れがないため。（なお、協力型臨床研修 

病院としての指定は継続する。） 

  ③指定取消しを受けようとする期日：令和６年３月３１日 

 

４ 方針 

  当該医療機関には、基幹型臨床研修病院として現に受け入れている研修医はおらず、令 

和６年３月３１日をもっての指定取消しにより研修医が不利益を被る事態は生じないこ 

とから、特段の措置を必要とせず、申請どおりの期日をもって指定を取消すこととしたい。 
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